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 投稿規程第 10 項の規定に基づき、日本英語英文学会の機関誌に執筆した者が負担する金額に関する

規程を次のように定める。 

１ 本会機関誌に投稿し、採用された場合には、投稿者は相応の執筆者負担金を納入しなければなら

ない。 

２ 執筆者負担金の額は、原稿 1 本につき 55,000 円を超えぬよう、機関誌発刊毎に編集委員会に於

いて決定する。出版費用を掲載原稿数で割った金額が 55,000 円に満たない場合には、その額を執

筆者負担金とする。但し、会費納入規程第 4 条により特例会費を認められている会員及び学生会員

については、33,000 円を超えぬよう、調整することとする。 

２－２ 前項に於いて本文が適用される者と但書が適用される者との双方が含まれる共著の場合に

は、本文に拠って負担する。 

３ 執筆者負担金を前項の金額に抑えるため、編集委員会は当該会計期間の会計より相当額を「出版

補助費」として出版費用に繰り込むことを決定できる。この場合、事前に会計局長と相談しなくて

はならない。 

４ 投稿部門が研究ノート又は書評の場合、編集委員長の判断により執筆者負担金を減額することが

できる。この場合、事前に会計局長と相談しなくてはならない。 

５ 投稿規程第 7項の規定により許可された研究ノート又は書評と類似して分量も相応な原稿につい

ては、前項の規定を準用する。 

６ 投稿規程第 4 項の規定による依頼原稿及び特別寄稿に関する執筆者負担金は、編集委員長の裁量

により決定する。なお、原稿の性質上、負担金を求めないとすることができる。 

７ この規程の改正は、編集委員会の発議により、理事会で議決する。その後、直近の総会に於いて

承認を得なければならない。 

 

附 記 本会に対する負担金は無課税であり、本会は適格請求書発行事業者登録を行っていない。 

 

附 則 

１ この規程は、2021 年 4 月 1 日から施行し、『日本英語英文学』第 31 号より適用する。 

２ 従前の「執筆者分担金に関する内規」（2010 年 4 月 15 日制定）は廃止する。 

 

附 則（2021 年度規程第 2 号） 

この規程は、2022 年 4 月 1 日から施行し、本誌第 32 号より適用する。 



附 則（2022 年度規程第 1 号） 

 この規程は、2022 年 6 月 1 日から施行し、『日本英語英文学』第 32 号より適用する。 

 

附 則（2022 年度規程第 3 号） 

この規程は、2023 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2023 年度規程第 1 号） 

この規程は、2023 年 7 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2023 年度規程第 2 号） 

この改正は、2024 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則（2025 年度規程第１号） 

この改正は、2024 年 4 月 1 日から施行し、本誌第 36 号より適用する。           ■ 


